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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月25日(2014.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャン対象を立体スキャンするスキャナー部と、
　積層によって立体物を造形する造形部と、
　立体スキャン結果から造形データを作成する制御部と
　を備え、
　上記制御部は、上記立体スキャンと上記造形データの作成と上記造形と、を層ごとに繰
り返し行うように制御することを特徴とする３次元複合機。
【請求項２】
　上記制御部は、上記スキャナー部に対して、上記造形部でｎ層目（ｎは１以上の整数）
の造形を開始する前にｎ層目よりも一つ上のｎ＋１層目を立体スキャンさせ、上記ｎ層目
と上記ｎ＋１層目のスキャン結果に基づいてｎ層目の造形データを作成することを特徴と
する請求項１に記載の３次元複合機。
【請求項３】
　上記制御部は、ｍ層目（ｍは１以上の整数）とｍ＋１層目の二層の立体スキャンの差異
が所定の許容値の範囲内かを判定し、許容値の範囲外であれば所定の誤差対応処理を実行
することを特徴とする請求項２に記載の３次元複合機。
【請求項４】
　上記制御部は、上記誤差対応処理として、ｍ＋２層目の立体スキャンを実施し、ｍ層目
とｍ＋２層目との間の差異が所定の許容値の範囲内にある場合に、ｍ＋１層目の立体スキ
ャンの結果を誤りとみなした処理を実行し、上記差異がｍ層目とｍ＋２層目とで所定の許
容値の範囲を超える場合に、ｍ＋１層目の立体スキャンの結果を正常と見なした処理を実
行することを特徴とする請求項３に記載の３次元複合機。
【請求項５】
　上記制御部は、上記誤差対応処理として、再度ｍ＋１層目の立体スキャンを実行させる
ことを特徴とする請求項３に記載の３次元複合機。
【請求項６】
　上記制御部は、上記誤差対応処理として、下からｍ＋２層目の立体スキャンを実施し、
差異の大きい部分ではｍ層目とｍ＋２層目との補間演算によってｍ＋１層目の立体スキャ
ン結果を修正することを特徴とする請求項３に記載の３次元複合機。
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【請求項７】
　上記スキャナー部は、上記スキャン対象に対して側面から立体スキャンするのに加えて
、同スキャン対象の画像を上方から取得することが可能であり、
　上記造形部は、立体物の形状の造形に加えて着色が可能であり、
　上記制御部は、上方から写した画像データに基づいてスキャン対象における水平面に現
れる模様を上記造形部にて着色するように制御することを特徴とする請求項１～請求項６
のいずれかに記載の３次元複合機。
【請求項８】
　上記制御部は、ｎ層目とｎ＋１層目のスキャン結果に基づいて天井壁の要否を判断し、
必要であれば天井壁を形成するｎ層目の造形データを作成することを特徴とする請求項２
～請求項７のいずれかに記載の３次元複合機。
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